
お問合せ先：上天草市役所企画政策課 ☎0964-26-5546

【湯島地区限定】
車検などが必要な車両を市が海上輸送しますので、希望

される方は市に申請してください

３ その他
・車検などの必要な手続は、申請者ご自身で行ってください。

・車検などは令和８年７月１７日までに必ず完了してください。

・車検完了後は、検査証の写しを必ず提出してください。

１ 車両輸送の概要
(1)輸送区間 湯島漁港⇔鳩之釜漁港（裏面参照）

(2)輸送日

※予備日は波浪等により欠航となった場合の代替として運航します。

(3) 輸送費 無料

(4) 対象者及び車両

ア 対象者 湯島地区に住民票がある者又は市長が別に定める基準

を満たす者

イ 車両 車検又は修繕が必要な普通自動車、小型自動車及び

軽自動車

２ 申請方法
(1)提出物 ①申請書②自動車検査証の写し③自動車損害賠償

責任保険証明書の写し④身分証明書（運転免許証、

健康保険証、マイナンバーカード等）の写し

(2)申請期間 令和８年６月８日（月）～６月１２日（金）厳守

(3)提出先 上天草市企画政策課 ※申請書等は湯島出張所に

預けることもできます。

回覧

輸送日 ７月４日（土） ７月１８日（土） 予備日（8月１日）

往路
鳩之釜漁港→湯島漁港
午前９時３０分発

鳩之釜漁港→湯島漁港
午前９時３０分発

鳩之釜漁港→湯島漁港
午前９時３０分発

復路
湯島漁港→鳩之釜漁港
午前１０時００分発

湯島漁港→鳩之釜漁港

午前１０時００分発

湯島漁港→鳩之釜漁港

午前１０時００分発



上天草市

申請者は自動車整備工場等に車検等
の日程調整を行う。

①本事業を利用
したい者は市に
申請書等を提出
する。

②市は申請内容を
審査し、適当と認め
た者に決定通知書を
送付する。

④本事業利用者は輸
送日当日には決定通
知書を持参し、乗船前
に市の担当者に決定
通知書を提示する。

市の担当者は輸送車
両を確認する。

確認後、本事業利用
者は車両を乗船させる。

③市は輸送事業者に輸送する車両

に関する情報を提供する。

【事業の流れ】

輸送事業者
（フェリー）

【湯島漁港側】 【鳩之釜漁港側】

輸送区間

申請者
（本事業利用者）

自動車整備工場等

※自動車整備工場等は7月17日
までに車検等を完了させる。

⑤輸送事業者は車両を海上輸送する。

申請期間
6.8～6.12

審査期間
6.15～6.19

【車両輸送日】
・湯島漁港⇒鳩之釜漁港 7.4 
・鳩之釜漁港⇒湯島漁港 7.18
※波浪等により変更の場合あり
（予備日 8.1）

上天草市大矢野町湯島地区車両輸送事業

本事業は、湯島振興策の一つとして、湯島地区で使用される車両の
うち、車検等が必要な車両について、市が当該車両の所有者に代わっ
て本土に輸送する事業です。これにより、湯島地区住民の経済的負担
を軽減し、もって湯島地区の福祉の向上を図ることとしています。


